
新座市指定・収納代理の金融機関・ゆうちょ銀行　御中

１ 開始（新規）又は取消（廃止）のどちらか該当する項目に○をつけてください。

　私が新座市に納める下記の市税等を指定預貯金口座からの振替（自動払 　私は、下記の市税等を指定預貯金口座からの振替（自動払込）の方法で

　込）の方法で納付したいので、下記の特約事項を承認し依頼します。 　納付していましたが、取りやめることにしましたのでお届けします。

２ 納付義務者の住所、氏名、電話番号を御記入ください。

郵便番号 - フリガナ

住　所 氏　名

自宅 （ ） （ ）

３ 指定する口座の必要事項を御記入の上、預貯金口座届出印を押印してください。

の

４ 開始（新規）又は取消（廃止）を希望する種目に○をし、通知書番号及び取扱開始時期等を御記入ください。

※  取扱開始時期が空欄の時は、直近の納期からの取扱いになります。
※  全期一括納付の場合は、第１期納期限日に全額振替になります。第２期以降に申込みの場合は、翌年度から振替になります。

年度

年度

年度

年度

年度から

年度

年度

年度

年度

特約事項（ゆうちょ銀行を除く。ゆうちょ銀行を御指定の場合は自動払込規定が適用されます。）

１　新座市から、貴店に送付された私の上記納付（入）通知については、納期限までに指定預金口座から新座市へ納付（入）してください。
２　支払手続については、当座預金勘定取引約定又は普通預金・納税準備預金約定にかかわらず小切手の振出し又は預金通帳及び預金払戻請求
　 書の提出などいたしませんので、貴店の所定の方法で取り扱ってください。
３　指定預金口座の残高が振替日において納付すべき金額に満たないときは、私に通知することなく引落しがされなくても異議はありません。
４　この口座振替契約による依頼は、貴店及び新座市が必要と認めた場合には、解除されても異議はありません。
５　この口座振替契約について変更・取消しのあった場合は、速やかに届出します。
６　預金口座から振り替えたことに対する通知は、必要ありません。
７　この取扱いについて後日どのような紛議が生じても貴店及び新座市に異議はありません。
※　市税等の領収書については、金融機関の預金口座と依頼者の通帳で納付の確認ができますので省略します。
※　一度、口座振替を申込みになりますと毎年自動的に継続されます。ただし、固定資産税の場合、不動産の所有者や共有者又は持分などに変更が
　あったときは、口座振替が継続されない場合がありますので、納税課までお問い合わせください。
※　市税等に還付金が生じた場合、上記の預金口座（ゆうちょ銀行を除く。）にお振込みすることがあります。
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廃止・176

金融機関記入
金融機関コード 店コード

払込先口座番号

00170-5-26615

口座名義人（フリガナ）口座番号（右づめ）

出 張 所

本店・支店

取扱開始時期

全期一括期から

通知書番号

通帳記号

1 0

通帳番号（右づめ）

放課後児童保育室保育料

保 育 料

電話　048-424-9602

　１　口座番号相違　　　２　印鑑不鮮明　　　３　名義人相違

　４　印鑑相違　　５　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒352-8623　埼玉県新座市野火止1-1-1　新座市役所　納税課　管理係

　不備がありましたら下記番号に○をして御返送してください。
（ゆうちょ銀行を除く）

金融機関（ゆうちょ銀行を除く。）様へ　　各金融機関の窓口にて取扱いの場合は、新座市役所納税課へ送付願います（コピー可）。
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全期一括

全期一括

全期一括

口座名義人（氏名）

払込先加入者名 払込日 
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28期から

月から

月から

　　　新座市口座振替依頼書（取消届）・自動払込利用申込書（廃止届）　　　　　収　加

申込日　令和　　　年　　　月　　　日

承認番号　ＹＫＤ０００４５

納
付
義
務
者 電話番号(日中の連絡先)

１　　開始（新規）

携帯又は勤務先

郵便専用（ダウンロード専用)

２　　取消（廃止）

口座届出印

預金科目
　１　普　通
　２　当　座
　３　納税準備

新規・166

金庫

信金

農協

種目コード

銀行

住所（ゆうちょ銀行のみ）

契約種別
コード

市県民森林税（普通徴収）

都 市 計 画 税 共 有 分

全期一括の場合は○印依 頼 種 目 に ○ 印

期から

期から

期から 35

介 護 保 険 料

軽 自 動 車 税 （ 種 別 割 ）

国 民 健 康 保 険 税

個 人 分固 定 資 産 税
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